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第1 本資料の位置付け 
 

日本政府は、企業に求められる人権尊重の取組について、日本で事業活動を行う企業の実態に即

して、具体的かつわかりやすく解説し、企業の理解の深化を助け、その取組を促進することを目的に「責

任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」（以下「ガイドライン」といいます。）1をを

令和 4年 9月に策定しました。 

今後、ガイドラインが多くの企業に活用され、企業による取組が進展していくことが期待されますが、多く

の中小企業をはじめ、これから本格的に人権尊重の取組を進めていく企業にとって、実務レベルで何をす

ればよいのかイメージしにくい可能性があります。 

このため、本資料では、図表1のとおり、企業がまず行うこととなる「人権方針の策定」や人権デュー・

ディリジェンス（以下「人権 DD」といいます。）の最初のステップである「人権への負の影響の特定・

評価」について、検討すべきポイントや実施フローの例を示すこととしています。 

 

図表 1：人権尊重の取組の全体像及び本資料のカバー範囲 

 

もちろん、人権尊重の取組に唯一の正解はなく、どのような取組が適切か、企業は自らの状況等を踏

まえながら、真摯に検討していく必要があります。このため、本資料は、企業による人権尊重の取組につ

いて、本資料の記載のとおりやらなければならない、本資料の記載事項だけやっておけばいいという趣

旨のものではありません。本資料を活用する企業は、本資料を参照しながら、人権尊重の観点から、自

社が行い得る適切な取組について模索していくことが必要です。 

本資料が、上記の点に留意しながら、多くの企業に活用され、その取組を後押しするものとなるよう期

待しています。  

 

1をhttps://www.meti.go.jp/press/2022/09/20220913003/20220913003.html 

http://#
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第2 人権方針の策定 
 

ガイドラインでは、人権方針に求められる要件（ガイドライン 3）や策定時及び策定後の留意点につ

いて記載しており（ガイドライン 3.1・3.2）、これから人権方針を策定する企業を念頭におけば2を、 ね

以下の流れにそって策定することが考えられます。 

なお、人権方針は策定・公表することで終わりではなく、企業全体に人権方針を定着させ、その活

動の中で人権方針を具体的に実践していくことが求められることに留意が必要です（ガイドライン

3.2）。 

 

プロセス ポイント 

① 自社の現状把握 
➢ 社内各部門からの知見収集、ステークホルダーとの対話・協議等を通じた、自社が

関与し得る人権侵害リスク3についての確認。（ガイドライン 3.1） 

② 人権方針案作成 ➢ 上記も踏まえつつ、記載すべき項目を検討（以下参照） 

③ 経営陣の承認 ➢ 企業のトップを含む経営陣（例：取締役会4）の承認（ガイドライン 3） 

④ 公開・周知等 
➢ 自社ホームページへの掲載など一般への公開（ガイドライン 3.1） 

➢ 従業員、取引先、関係者への周知（ガイドライン 3.1） 

 

ガイドラインにおいては、人権方針に記載すべき内容として、「従業員、取引先、及び企業の事業、製

品又はサービスに直接関わる他の関係者に対する人権尊重への企業の期待」を記載しています（ガイド

ライン 3）。以下では、これに加えて、人権方針に盛り込むことが考えられる項目について例示していま

す。 

もちろん、企業は、自社の経営理念を踏まえた固有の人権方針を策定することになるため（ガイドラ

イン 3.1）、経営理念と人権方針がどのように関係するかといった観点から社内で十分な議論・検討を

経る必要があり、また、自社が関与し得る人権侵害リスクの内容も各社によって異なることから、結果とし

て、各社の人権方針の内容や記載ぶりは異なり得る5ものと考えられます。 

このため、以下項目例は、これらのとおり記載しなければならない、これらだけを記載しておけば足り

 

2をなお、人権方針は、単独の文書である必要は必ずしもなく、実質的に人権方針の要件を満たす文書でもよいとされて

いますが（ガイドライン脚注 41）、本資料は、単独の文書としての人権方針を作成する場合を念頭に置いています。 

3 分かりやすさの観点から、ガイドラインの「人権への負の影響」を「人権侵害リスク」と表記することがあります。「人権侵

害リスク」は、実際に発生している人権侵害と、生じる可能性のある人権侵害の双方を含みます。 
4を取締役会をはじめとする法定の機関ではない、企業のトップを含む経営会議やサスティナビリティ委員会といった任意の

会議体による承認を経て策定することも考えられます。 

5を人権方針は、国際スタンダードを踏まえて作成することが期待され、どのような内容のものでもよいという趣旨ではありま

せん。 
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る、という趣旨のものではありません（ただし、下記「3.期待の明示」については、ガイドライン 3 に記

載のとおり、人権方針に必要な要件となります。）。企業は、自らの状況等を踏まえ、どのような項目が

必要か真摯に検討していく必要があります6。このことは、本資料全体の位置付けと同様です。 

 

 

＜人権方針に記載することが考えられる項目の例＞ 

 

1. 位置付け 

⚫ 人権方針は、特にこれから策定する企業の従業員等にとっては、その位置付けが明確ではないこ

とも考えられます。そこで、人権方針が自社にとってどのような文書であるのかを明確にするため、

人権方針にその位置付けを記載することが考えられます。 

⚫ 例えば、人権方針は、人権尊重の取組について企業の基本的な考え方を示すものであり（ガイ

ドライン 3.1）、企業のあるべき姿勢等を定める経営理念や行動指針等と密接に関わります。そ

のため、こうした企業経営における重要な文書と人権方針の関係を検討し、両者の一貫性を担

保することで、社内における位置付けが明確になり、より人権方針を社内に定着させることに繋が

ります（ガイドライン 3.1）。そこで、経営理念や行動指針等と人権方針の関係性について記載

することが考えられます。 

 

2. 適用範囲 

⚫ 企業は、その事業活動を通じて人権尊重に取り組む必要があり、一般に、人権方針は、一般的

な社内規程と異なり、自社だけではなく自社が支配権を有する他の企業にも適用されると考え

られます。他方で、場合によっては、例えば、グループ会社に適用される人権方針とは別に、そ

のグループ内の特定の企業が自社のために追加的な人権方針を策定することなども考えられ

ます。 

⚫ そこで、人権方針の適用範囲を明確にすることが考えられます。グループ会社にも自社の人権方

針を適用する場合には、「グループ会社」の定義を明らかにすることが望ましいと考えられます。 

 

3. 期待の明示 

⚫ 人権方針を実践していくためには、取引先を含む関係者の協力が不可欠であり、人権方針で

は、従業員や取引先をはじめとする関係者に対する人権尊重への期待を明らかにすることが求

められます（ガイドライン 3）。 

 
6を企業がどのように人権方針を策定し実践していくか等を記載した国際機関の文書として、国連人権高等弁務官事務

所（OHCHR）等の「AをGuideをforをBusiness:をHowをtoをDevelopをaをHumanをRightsをPolicy」（https://ww

w.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Business/guide-business-hr-policy.pdf）が参

考になります。 

http://#
http://#
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⚫ 例えば、自社の事業・製品・サービスと直接関連する可能性がある関係者に対して、人権を尊重

することを期待する旨を記載することが考えられます。また、自社の人権方針に対する理解や支持

を期待すると明示することも考えられます。 

 

4. 国際的に認められた人権を尊重する旨のコミットメントの表明 

⚫ 人権尊重責任を果たしていく自社の姿勢を明確にし、社内外のステークホルダーの理解を得る

観点等から、国際的に認められた人権を尊重する旨のコミットメント（約束）を表明することが考

えられます。 

⚫ まず、企業が尊重責任を負う「国際的に認められた人権」には、少なくとも、国際人権章典7でで表

明されたもの、及び、「労働における基本的原則及び権利に関するでILOで宣言」に挙げられた基

本的権利に関する原則8をが含まれます（ガイドライン 2.1.2.1）。そのため、上記コミットメントを

示すため、これらの文書の支持・尊重等を記載することが重要と考えられます。 

⚫ 加えて、そうした人権を尊重していく企業の責任については、国連指導原則や OECD 多国籍企

業行動指針等が言及していることから、これらの国際文書への支持等を記載することも考えられ

ます。 

⚫ 上記以外にも、自社の活動に特に関連する国際文書への支持等を記載することも考えられま

す。なお、こうした国際文書への支持等は、事前にそれらの内容について理解を深めた上で記載

するのが大前提であり、人権方針策定後はそうした支持等を表明した企業として適切な対応

をしていく必要がある点に留意が必要です。 

 

5. 人権尊重責任と法令遵守の関係性 

⚫ 企業は、国際的に認められた人権であるかどうかにかかわらず、各国の法令で認められた権利や

自由を侵害してはならず、法令を遵守しなければならないことは当然です（ガイドライン

2.1.2.1）。他方で、企業には「国際的に認められた人権」を尊重することが求められるため、ある

国の法令を遵守しているだけでは人権尊重責任を十分に果たしていないと考えられることもありま

す。例えば、ある国の法令やその執行によって国際的に認められた人権が適切に保護されてい

ない場合、企業は、国際的に認められた人権を可能な限り最大限尊重する方法を追求する必

要があります（ガイドライン 2.1.2.1）。 

⚫ 人権尊重に向けた自社の姿勢を明確にするといった観点から、これらの内容を人権方針に改めて

 
7を国際人権章典とは、「世界人権宣言」（https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/udhr/1b_001.html）、

並びに、をこれを条約化した主要文書である「市民的及び政治的権利に関する国際規約」（https://www.mofa.g

o.jp/mofaj/gaiko/kiyaku/2c_001.html）、及び、「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約」（h

ttps://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kiyaku/2b_001.html）を指します。 
8を結社の自由及び団体交渉権の効果的な承認、あらゆる形態の強制労働の禁止、児童労働の実効的な廃止、雇

用及び職業における差別の排除、安全で健康的な作業環境を指します（https://www.ilo.org/tokyo/about-il

o/WCMS_246572/lang--ja/index.htm）。 

http://#
http://#
http://#
http://#
http://#
http://#
http://#
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明記することも考えられます。 

 

6. 自社における重点課題 

⚫ 人権侵害リスクが生じ得る人権の種類や、想定される人権侵害リスクの深刻度等も各企業によっ

て異なるため、人権方針の策定に当たっては、まずは、自社が影響を与える可能性のある人権

を把握する必要があります（ガイドライン 3.1）9。 

⚫ 企業は、自社のサプライチェーン等において、より深刻な人権侵害が生じ得るステークホルダー
10でやその人権を認識し、それらに特に焦点を当てた取組を行うことが考えられ、自社の重点課題

として人権方針に記載することも考えられます。 

⚫ なお、自社の事業や社会状況等の変化によって、自社にとっての重点課題が変化する可能性

があるため、定期的に見直しを行うことが重要です。 

 

7. 人権尊重の取組を実践する方法 

⚫ 人権方針は策定・公表することで終わりではなく、企業全体に人権方針を定着させ、でその活動

の中で人権方針を具体的に実践していくことが求められます（ガイドライン 3.2）。そのため、企

業がその約束（人権方針）をどのように実現していくかを記載することが考えられます。 

⚫ 具体的には、例えば、人権DDの実施や救済の方針、ステークホルダーとの対話の実施について、

人権方針に記載することが考えられます。また、人権方針の実施状況を監督する責任者を配置

することも考えられ、そうした責任者及びその責任の内容を人権方針に記載することも考えられま

す。 

 

  

 
9をこうした検討に当たっては、社内の各部門（例：営業、人事、法務・コンプライアンス、調達、製造、経営企画、研究

開発）から知見を収集することに加えて、自社業界や調達する原料・調達国の事情等に精通したステークホルダー

（例：労働組合・労働者代表、NGO、使用者団体、業界団体）との対話・協議を行うことによって、より実態を反映

した人権方針の策定が期待されます（ガイドライン 3.1）。 
10を脆弱な立場に置かれることの多い個人（例：外国人、女性や子ども、障害者、先住民族、民族的又は種族的、

宗教的、及び言語的少数者）は、より深刻な人権侵害リスクを受けやすいため、こうした個人への人権侵害リスクには

特別な注意を払うべきです。なお、これらの属性は重複することがあり（例：外国人の女性）、その場合には脆弱性が

さらに強まることがあります（ガイドライン 4.1.2.2）。 
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第3 負の影響（人権侵害リスク）の特定・評価 
 

企業は、人権 DD の第一歩として、企業が関与している、又は関与し得る人権侵害リスクの特定・評

価を行う必要があります。具体的には、自社・グループ会社、サプライヤー等11でにおける人権侵害リスク

（実際に発生している人権侵害と、生じる可能性のある人権侵害の双方を含みます）を確認し、確

認された人権侵害リスクの評価を行います（ガイドライン 4.1）。 

本章では、多くの中小企業をはじめ、これまで人権 DD を行ったことがない企業を主たる対象に、人権

侵害リスクの特定・評価の各ステップで実施することが考えられる内容について、取組の際の参考となるよ

う、取組方法の例を参考資料（別添 1）及び作業シート（別添 2）と併せて記載しています。 

本章も、本資料全体の位置づけと同じく、本章の記載のとおりやらなければならない、本章の記載

事項だけやっておけばいいという趣旨のものではありません。企業は、本章も参照しながら、自社の状

況等を踏まえ、人権尊重の観点からどのような取組みが適切か検討する必要があります。本章で記

載する各ステップについてのイメージは、図表 2 のとおりです。なお、本章の各ステップを実施し、人権侵害

リスクの防止・軽減、取組の実効性の評価を経て、最終的には人権DDとしてどのようなプロセスを踏んだ

かを開示していくことが重要です（ガイドライン 4.4）。 

 

図表 2：負の影響（人権侵害リスク）の特定・評価の進め方 

 

 

 

 

 

 

 

                                             12を13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11をサプライヤー等は、サプライチェーン上の企業及びその他のビジネス上の関係先をいいます（ガイドライン 1.3）。 
12 をステップ①記載のとおり、自社がビジネスを展開している事業領域のうち、より重大なリスクのある事業領域から優先し

てステップ②を実施するものであり、全ての事業領域において人権尊重の取組を実施していくことが最終目標です。 

13 事業領域が限られた企業、特に小規模な企業は、ステップ②からスタートすることも考えられます。 

ステップ① リスクが重大な事業領域を特定 

それ以外の 
事業領域 

セクター（事業分野）、製品・サービス、地域、個別企業の視点から、どのような人権侵害リスクが

発生しやすいとされているか等を確認することが考えられます。 
(b)産品別人権課題 

(a)事業分野別人権課題 

リスクが重大な 
事業領域 
から優先 

(c)地域別人権課題 

(d)人権侵害リスクの例 

【参考資料】 

作業シート ステップ① 

ステップ② 負の影響（人権侵害リスク）の発生過程の特定 
ステップ①で特定されたリスクが重大な事業領域から優先して、(i)人権侵害リスクを確認し、(ii)確

認された人権侵害リスクについて、その状況や原因を確認します。 作業シート ステップ② 

特定された人権
侵害リスク等 

ステップ③ 負の影響（人権侵害リスク）と企業の関わりの評価 
及び優先順位付け 
ステップ②で確認された人権侵害リスクと自社の関わりを評価します。また、確認された人権侵害リ

スクの全てについて直ちに対処することが難しい場合、対応の優先順位付けを行います。 作業シート ステップ③ 
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なお、特定・評価プロセスの途中であっても、例えば、明らかに深刻な人権侵害リスクが確認され、直ち

に防止・軽減措置を講じなければ被害の回復が困難と想定されるような場合、その人権侵害リスクに直

ちに対応する必要があることは言うまでもありません。また、人権侵害リスクの特定・評価の全てのプロセス

において、ステークホルダー14との対話は重要です（ガイドライン 2.2.3）。 

 

 

14をステークホルダーの例としては、例えば、取引先、自社・グループ会社及び取引先の従業員、労働組合・労働者代

表、消費者のほか、市民団体等のをNGO、業界団体、人権擁護者、周辺住民、先住民族、投資家・株主、国や地

方自治体等が考えられます（ガイドライン 2.1.2.3）。 
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ステップ①：リスクが重大な事業領域の特定（ガイドライン 4.1.1(a)） 

人権侵害リスクの特定・評価プロセスでは、まず、自社の事業のうち、リスクが重大な事業領域を

特定することが考えられます。この際、社内関連部門（例：営業、人事、法務・コンプライアンス、

調達、製造、経営企画、研究開発等）や社外の専門家等と意見交換を行いながら、以下のよう

に、セクター（事業分野）、製品・サービス、地域、個別企業の視点から、どのような人権侵害リスク

が指摘されているか等を確認することが考えられます。 

そして、自社がビジネスを展開している事業領域のうち、より重大なリスクのある事業領域から優

先して、ステップ②以降のステップを実行していきます。 

 

リスク視点の例 確認ポイントの例 参考資料の例15 

セクター 

（事業分野）

のリスク 
自社のセクター（事業分野）、製品・サービス、

又は、自社・取引先が事業を行う地域におい

て、どのような人権侵害リスクが指摘されている

かについて、人権侵害リスクの類型、深刻度、発

生可能性といった観点から確認します。 

 

事業分野別人権課

題 

製品・サービス

のリスク 

 

産品別人権課題 

地域リスク 
 

地域別人権課題 

企業固有 

のリスク 

自社・グループ会社、サプライヤー等において、

企業のガバナンス体制の問題や、人権侵害リ

スクとの関わりについて指摘を受けたことがない

かなど、企業固有の状況を確認します。 

各種報道 

社内資料（苦情処

理メカニズムに寄せら

れた情報を含む） 

 

を 

          人権侵害リスクの例 

 

なお、本ステップを実行する際、自社が提供する製品・サービスに関連して、どのようなサプライヤ

ー等が存在するか把握できていることが望ましいです。他方、実際には全てのサプライヤー等を把

握することが困難なケースも考えられます。そのような場合には、幅広いステークホルダーとの対話や、

適切な苦情処理メカニズムの設置・運用等を通じて、又は、ステークホルダー等や業界団体と連携し

ながら、追跡可能性が低いサプライヤー等における人権侵害リスクも把握するように努めることが、

より一層重要となります。また、なぜサプライヤー等の把握に限界があるのかを対外的に説明でき

るようにしておくことが望ましいです（ガイドライン Q&A の Q6）。  

 

15をこれらはあくまでも例であり、自社のセクター（事業分野）、製品・サービス、地域、取引先等の企業を踏まえ、必要

な資料を検討することが期待されます。なお、人権侵害リスクには様々なものがありますが、参考資料(b)では強制労

働・児童労働を、参考資料(c)では児童労働を扱っています。 

作業シート 負の影響（人権侵害リスク）の特定・評価（ステップ①/ステップ①記入例） 

参考資料(d) 

参考資料(b) 

参考資料(c) 

参考資料(a) 
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ステップ②：負の影響（人権侵害リスク）の発生過程の特定（ガイドライン 4.1.1(b)） 

リスクが重大な事業領域について16、(i)人権侵害リスクを確認します。そして、(ii)確認された人

権侵害リスクについて、その状況や原因を確認します。これらの確認に際しては、以下のような方法

で行うことが考えられます。 

 

方法の例 確認ポイントの例 

⚫ 社内資料（苦情

処理メカニズムに

寄せられた情報を

含む）に基づく確

認・調査 

⚫ 苦情処理メカニズムに寄せられた人権侵害リスクの情報や、過去に

サプライヤー等において人権侵害リスクが発生した情報が社内記録

に残されていないかを調査し、その状況を確認するとともに同様の人

権侵害リスクが再発する状況にないか確認します17。 

⚫ 契約書等を確認し、取引先との間で人権侵害リスクを防止する取

決めがあるかを確認します。 

⚫ 企業（経営者・

管理責任者）に

対する質問票調

査 

⚫ サプライヤー等に質問票を送付し、返送された回答を確認します。 

⚫ 例えば、取引先等における人権尊重の取組体制（例：人権侵害

リスクの防止・軽減や救済のための仕組み）を確認する質問項目

や、人権侵害リスクが発生していないかを確認する質問項目等を含

めることが考えられます18。 

⚫ 従業員に対する

アンケート・ヒアリン

グ 

⚫ 従業員に対して、自社内外において、実際に人権侵害リスクが発生

していないか、確認します。 

⚫ アンケートから人権侵害リスクが確認された場合、関係する従業員

等に対してヒアリングを実施する方法も考えられます。 

⚫ 現地調査・訪問 ⚫ 典型的な例として、例えば、現地の従業員の労働環境（安全で健

康的な作業環境が提供されているかどうか）を確認します。 

⚫ ステークホルダーと

の対話 

⚫ 自社業界や調達する原料・調達国の事情等に精通したステークホ

ルダーと対話をして懸念を聴取します。 

⚫ 実際に人権侵害リスクを受けるステークホルダーから、被害の状況や

人権侵害リスクについて聴取します。 

 

 

 
16を前記「図表２.を負の影響（人権侵害リスク）の特定・評価の進め方」のとおり、より重大なリスクのある事業領域から

優先してステップ②を実施するものであり、全ての事業領域において人権尊重の取組を実施していくことが最終目標で

す。 
17をなお、特定・評価プロセスの途中であっても、例えば、明らかに深刻な人権侵害リスクが確認され、直ちに防止・軽減

措置を講じなければ被害の回復が困難と想定されるような場合、その人権侵害リスクに直ちに対応する必要があること

は p.8 に記載のとおりです。 
18を具体的な質問項目の内容については、自社が属する業界の事情や状況等を踏まえて検討することも考えられます。

複数の業界団体等が、自業界における質問票の例を作成して一般に公開しています。 

作業シート 負の影響（人権侵害リスク）の特定・評価（ステップ②/ステップ②記入例） 
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どのような方法が適切かは、収集する情報の種類等を踏まえて判断されます（ガイドライン

4.1.2.3）。そして、社内資料や質問票等の書面調査については、それらにより確認できる内容が

限定的であり、また、質問票への回答内容が客観的な事実と整合しない可能性もあるということにも

留意が必要です。 

なお、事業活動の問題の中で問題となり得る人権侵害リスクは多数に上ると考えられることから、

その全てについて、完璧に人権侵害リスクの発生過程を特定しようとすることは困難であると考えられ

ます。むしろ、情報収集の正確を期そうとするあまり、防止・軽減を実施する前に実際に深刻な人権

侵害が生じてしまいかねません。そのため、一定の初期的なステップ②における調査をもとに暫定的に

ステップ③の優先順位を付けて、人権侵害リスクの防止・軽減へと進めていく（新たな事象が確認さ

れれば必要に応じて優先順位付けを変更する）という柔軟な対応が重要と考えられます。 
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ステップ③：負の影響（人権侵害リスク）と企業の関わりの評価及び優先順位付け（ガイドライン

4.1.1(c)・(d)） 

 

Ⅰ．人権侵害リスクと企業の関わりの評価 

ステップ②で確認された人権侵害リスクと自社の関わり、すなわち、その人権侵害リスクが下表の

(i)～(iii)のいずれに該当するかを評価します19。 

 

 関わりの評価 求められる対応 

(i) 
自社が人権侵害リスクを引き起こし

ているか 人権侵害リスクの防止・軽減措置を講

ずる必要があります 

(ii) 人権侵害リスクを助長しているか 

(iii) 
人権侵害リスクが自社の事業・製

品・サービスと直接関連しているか 

人権侵害リスクを引き起こし又は助長し

ている企業に働きかけて、人権侵害リス

クの防止・軽減に努めます 

 

なお、上表の(i)～(iii)のイメージ図を図表 3 に記載しています。 

 

図表３：人権侵害リスクの類型20で 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
19を「助長」のケースに該当するか、「直接関連」のケースに該当するかの区別については、ガイドライン Q&A の 13番が

参考になります。 
20を人権尊重についての企業の責任-解釈の手引き-（https://www.icclc.or.jp/human_rights/）を踏まえて

作成しています。 

http://#
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Ⅱ．優先順位付け 

確認された人権侵害リスクの全てについて直ちに対処することが難しい場合、下記(i)及び(ii)のよ

うに優先順位を検討します21（ガイドライン 4.1.3.1）。 

下記(i)及び(ii)の検討により同等の優先順位の人権侵害リスクが存在する場合には、下記(iii)

のように対応の優先順位付けを行うことも考えられます（ガイドライン 4.1.3.1）。 

 

優先順位 検討内容 

(i) 

人権侵害リスクの深刻度を評価し、深刻度の高いものから対処します。深

刻度は 3 つの観点（規模・範囲・救済困難度）で評価を行います。これらの

観点の詳細は、図表４を参照ください。 

(ii) 
深刻度が同等な潜在的なケースが複数存在する場合には、発生可能性22

の高いものから対処します。 

(iii) 

深刻度及び発生可能性が同等なケースが複数存在する場合には、まず、自

社及び直接契約関係にある取引先において自社が人権侵害リスクを引き起

こし又は助長しているケースについて優先的に対応することも考えられます23。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 優先順位付けの判断に当たっては、評価者によって評価が異なることも十分あり得、厳密に客観的で正確な判断を

行うことは困難であると思われます。一方、評価者が変わっても評価が大きく異ならないようにすることは重要であり、例え

ば、どのようなケースであれば「図表４ 優先順位付けの判断基準の例」の高度・中程度・低度に該当すると判断するべ

きかの大枠を社内で検討しておくことも考えられます。 
22を本資料においては、ガイドラインで記載している「蓋然性」を「発生可能性」と表記しています。 
23をその場合には、間接的な取引先や自社の事業等と直接関連するのみの負の影響へと対応を広げていく必要がありま

す（ガイドライン 2.2.4）。 

作業シート 負の影響（人権侵害リスク）の特定・評価（ステップ③） 
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図表４：優先順位付けの判断基準の例24
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
24をUNDP（国連開発計画）の「研修進行ガイドを人権デュー・ディリジェンス」（https://www.undp.org/ja/japa

n/publications/hrdd-guide-2022）の内容を図表化して作成しています。なお、同資料の用語に従い、ガイドラ

イン上の「救済困難度」を「是正不能性」と表記しています。 

規模 
（影響がどれくらい重大または深

刻であるか） 

範囲 
（影響を受けた人々の数） 

是正不能性 

 
（影響を受けた人々について負

の影響を受ける前の状況と少な

くとも同一または同等の状況に回

復させることができる限界） 

深刻度 

発生可能性 

 

最重要 
要素 

http://#
http://#
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本資料（別添資料を含む）は、株式会社オウルズコンサルティンググループから提供を受けた資料を基に、経

済産業省が作成したものです。 


